
 
  

 

新 

医 

協 

会 

則 
 <

名
称
及
び
所
在
地> 

第
一
条 

本
協
会
は
新
医
協
（
新
日
本
医
師
協
会
）
と
称
し
、
事
務

所
を
東
京
都
内
に
お
く
。  

<

目
的>  

第
二
条 

本
協
会
は
国
民
の
生
命
と
健
康
を
守
り
、
国
民
本
位
の
医

学
・
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
進
歩
を
め
ざ
す
。  

<

活
動>  

第
三
条 

本
協
会
の
活
動
は
次
に
掲
げ
る
。  

一
、
医
学
・
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
創
造
的
、
学
術
的
総
合
的
発
展

を
め
ざ
す
活
動
。  

⑴
医
学
・
保
健
・
医
療
・
福
祉
担
当
者
の
諸
能
力
を
充
分
に
発
揮

き
せ
る
た
め
の
諸
条
件
の
改
善
と
研
修
の
た
め
の
活
動
。 

⑵
保
健
・
医
療
諸
制
度
の
民
主
的
改
善
の
た
め
の
活
動
。  

⑶
医
学
・
保
健
・
医
蒙
・
福
祉
の
教
育
・
研
究
の
充
実
と
民
主
的

強
化
の
た
め
の
活
動
。  

二
、
平
和
と
民
主
運
動
と
の
連
帯
、
強
化
の
た
め
の
活
動
。  

三
、
医
学
・
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
国
際
交
流
。  

四
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
前
進
さ
せ
る
た
め
の
研
究
集
会
、
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
、
講
座
な
ど
の
開
催
、
機
関
紙
「
新
医
協
」・
学
術
誌
『
医

学
評
論
』
の
刊
行
と
そ
の
他
の
出
版
活
動
を
お
こ
な
う
。  

<

会
員> 

第
四
条 

1

、
本
協
会
は
医
学
・
保
健
・
医
療
・
福
祉
等
に
携
わ
る

も
の
で
溝
成
す
る
。  

二
、
本
協
会
の
会
則
に
賛
成
し
、
会
員
一
名
の
推
薦
を
受
け
、
会
費

を
収
め
れ
ば
会
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。  

三
、
会
員
は
本
協
会
の
す
べ
て
の
活
動
に
参
加
で
き
、
機
関
紙
の
配

布
を
う
け
る
。  

<

機
関>  

第
五
条 

本
協
会
の
機
関
は
総
会
、
理
事
会
、
常
任
理
事
会
と
す
る
。  

<

総
会>  

第
六
条 

一
、
本
協
会
の
最
高
機
関
は
総
会
で
あ
り
、
総
会
は
会
長

の
招
集
に
よ
っ
て
毎
年
一
回
開
催
さ
れ
る
。 

ま
た
、
理
事
の
過
半
数
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
臨
時
総
会

を
開
催
す
る
。  

二
、
総
会
は
活
動
方
針
、
予
算
、
決
算
の
承
認
、
会
費
決
定
と
四
役
、

理
事
若
干
名
、
監
事
二
名
の
選
出
及
び
会
則
改
定
を
お
こ
な
う
。  

三
、
総
会
は
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
に
も
と
づ
く
都
道
府
県
各
支 

 

部
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
支
部
よ
り
選
任
さ
れ
た
代
議
員
と
各
領
域
部

会
、
各
課
題
別
委
員
会
よ
り
選
任
さ
れ
た
代
議
員
と
で
構
成
さ
れ

る
。  

四
、
総
会
の
成
立
は
委
任
状
を
含
む
代
議
員
の
三
分
の
二
の
出
席
で

成
立
し
、
決
定
は
出
席
代
議
員
の
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。  

五
、
代
議
員
の
選
任
基
準
は
別
に
定
め
る
。  

 

  <

理
事
会>  

第
七
条 

理
事
会
は
総
会
に
つ
ぐ
決
議
機
関
で
会
長
が
こ
れ
を
招

集
す
る
。
理
事
会
は
理
事
と
四
役
で
構
成
し
年
三
回
開
催
し
、
会

務
の
審
議
決
定
、
常
任
理
事
の
互
選
、
支
部
、
領
域
か
ら
推
薦
さ

れ
た
理
事
の
追
加
（
次
の
総
会
で
承
認
を
う
け
る
）
を
お
こ
な
う
。  

<

常
任
理
事
会>  

第
八
条 

常
任
理
事
会
は
定
期
に
開
催
し
、
必
要
に
よ
っ
て
は
臨
時

に
会
長
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
る
。
常
任
理
事
会
の
構
成
は
常
任
理

事
と
四
役
で
も
っ
て
構
成
し
、
総
会
、
理
事
会
の
決
定
に
も
と
づ

い
て
会
務
を
審
議
し
、
執
行
す
る
。  

<

四
役
と
任
務> 

第
九
条 

本
協
会
は
次
の
四
役
を
お
く
。  

⑴
会
長 

一
名 

会
長
は
本
協
会
を
代
表
し
、
協
会
の
活
動
を
統

轄
す
る
。  

⑵
副
会
長 

若
干
名 

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
事
故
あ
る

と
き
は
こ
れ
を
代
行
す
る
。  

⑶
事
務
局
長 

一
名 

事
務
局
長
は
事
務
局
を
統
轄
す
る
。  

⑷
事
務
局
次
長 

二
名 

事
務
局
次
長
は
事
務
局
長
を
補
佐
し
、
事

務
局
長
事
故
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
代
行
す
る
。  

<

監
事>  

第
十
条 

監
事
は
本
協
会
の
会
計
を
監
査
し
総
会
に
報
告
す
る
。
監

事
が
必
要
と
認
め
た
と
き
に
理
事
会
、
常
任
理
事
会
に
出
席
し
意

見
を
の
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。  

<

支
部
、
ブ
ロ
ッ
ク
支
部
及
び
支
部
準
備
会>  

第
十
一
条 

一
、
本
協
会
は
都
道
府
県
ご
と
に
支
部
を
お
く
。
ま
た
、

理
事
会
の
承
認
に
よ
り
複
数
の
都
道
府
県
に
ま
た
が
っ
て
ブ
ロ

ッ
ク
支
部
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
支
部
は
支
部
長
と
支
部
役

員
を
選
出
す
る
。  

二
、
支
部
が
結
成
さ
れ
て
い
な
い
都
道
府
県
は
支
部
準
備
会
を
つ
く

る
。
代
議
員
の
選
出
に
つ
い
て
は
理
事
会
の
判
断
で
お
こ
な
う
。  

<

領
域
部
会
及
び
課
題
別
委
員
会> 

第
十
二
条 

本
協
会
は
医
学
・
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
諸
分
野
・
諸

課
題
の
専
門
的
な
究
明
の
た
め
に
領
域
部
会
、
課
題
別
委
員
会
を

お
く
。
部
会
、
委
員
会
は
若
干
の
世
話
人
を
選
び
運
営
さ
れ
る
。 

 <

財
政>  

第
十
三
条 

本
協
会
の
財
政
は
個
人
会
費
、
賛
助
会
費
、 

特
別
会

費
、
事
業
収
入
、
雑
収
入
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
。  

<

名
誉
会
長
及
び
顧
問>  

第
十
四
条 

本
協
会
に
名
誉
会
長
及
び
顧
問
を
お
く
こ
と
が
で
き

る
。
名
誉
会
長
及
び
顧
問
は
理
事
会
が
推
薦
し
、
総
会
で
承
認
を

う
け
る
。  
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